
 

 入 札 公 告 

 

次のとおり、一般競争入札に付します。 

 

令和 3月 1月 20 日 

支出負担行為担当官 

佐賀労働局総務部総務部長 髙野 敏則 

 

◎調達機関番号 017  ◎所在地番号 41 

 

１ 調達内容       

 （１）件名    令和 3 年度佐賀労働局管下 5官署の自家用電気工作物保安管理業務委託 

 （２）仕様    入札説明書及び仕様書による。 

（３）履行期間  令和 3年 4月 1日 から 令和 4年 3月 31 日 まで 

 （４）履行場所  支出負担行為担当官の指定する場所（仕様書のとおり） 

 （５）入札方法 

    入札金額については、納入に要する一切の諸経費を含めた額とすること。 

    なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10％に相当する額

を加算した金額（当該金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるも

のとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免

税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書

に記載する。 

 

２ 競争参加資格 

 （１）予算決算及び会計令（以下、予決令と略す。）第 70 条の規定に該当しない者であること。

なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得て

いる者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 

 （２）予決令第 71 条各号に該当しない者であること。 

 （３）予決令第 72 条の規定に基づき、令和 01・02・03 年度（又は平成 31・32・33 年度）厚生

労働省競争参加資格（全省庁統一資格）において、九州・沖縄地域で「役務の提供等」

のＡ等級、Ｂ等級、Ｃ等級又はＤ等級のいずれかに格付けされている者であること。 

 （４）社会保険（厚生年金保険、健康保険（全国健康保険協会が管掌するもの）、船員保険、国

民年金、労働保険をいう。）に加入しており、かつ保険料の滞納がない者であること。（直

近 2年間の保険料の未納が無いこと。） 

（５）資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。 

 （６）経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。 

（７）商法その他の法令の規定に違反して営業を行った者でないこと。 

 （８）厚生労働省から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 

（９）過去 3 年以内に、厚生労働省所管法令違反により行政処分等を受けていないこと。 



 

３ 電子調達システムの利用 

本入札案件は、政府電子調達システムにより行う。なお、政府電子調達システムによりがた 

い者は、支出負担行為担当官に書面により申し出た場合に限り紙入札方式に変えることができ 

る。 

 

４ 入札関係書類 

 （１）配布場所 

佐賀第 2合同庁舎 4階（佐賀市駅前中央 3丁目 3番 20 号） 

    佐賀労働局総務部総務課（担当：会計第 1係 溝口） 電話番号：0952-32-7155 

 （２）配布期間 

    本公告日から令和 3年 2月 17 日（水）まで 

 （３）入札説明会 

    新型コロナウイルス感染症の予防の観点から、原則として開催しない。 

    入札説明書に関する照会は、上記（１）担当者にて受け付ける。 

（４）入札申込書等（証明書等）提出期限 

    令和 3年 2月 18 日（木）12 時 00 分まで 

 （５）入札書提出期限 

    令和 3年 2月 19 日（金）13 時 30 分まで 

 

５ 入札会の開札場所及び日時 

   ＊新型コロナウイルス感染症の感染予防の観点から、立会方式の開札を実施しない。 

   ＊紙入札に参加する場合は、再度入札となることも考慮し、必要に応じて複数枚の入札書  

    を提出すること（封筒に必要事項のほか、何回目の入札書であるかを必ず明記する）。 

（１） 紙入札の開札場所 

佐賀労働局 総務部総務課横会議室（佐賀市駅前中央 3 丁目 3 番 20 号 佐賀第 2 合同

庁舎 4階） 

（２） 紙入札の開札日時 

令和 3年 2月 19 日  14 時 00 分  ＊開札後、電子調達システムへの登録を行う。 

（３） 電子調達システムの開札日時 

令和 3年 2月 19 日  14 時 15 分 

 

６ その他 

（１） 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨 

   日本語及び日本国通貨 

（２） 入札保証金及び契約保証金 

    免除 

 （３）この一般競争入札に参加する者は、本公告に示した業務が履行できることを証明する書   

    類及び封印した入札書を、それぞれの受領期限までに提出しなければならない。入札者 

は支出負担行為担当官から当該書類に関し説明を求められた場合、これに応じなければ 

ならない。また、入札に参加を希望する者は、上記確認書類と併せて暴力団等に該当し 



 

ない旨の誓約書を提出しなければならない。 

 （４）担当者等から提出される契約関係書類は事業者としての決定であることから、押印は不

要である。 

 （５）入札の無効 

本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、入札説明書の「無効入札」

に該当する入札書は、無効とする。 

また、押印が省略された契約関係書類に虚偽記載等の不正が発覚した場合は、契約解

除や違約金を徴取する場合があり得る。 

 （６）落札者の決定方法 

     本公告に示した業務を履行できると支出負担行為担当官が判断した入札者であって、

予算決算及び会計令 79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低

価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

 （７）契約書作成の要否     

    要 

 （８）詳細は入札説明書及び仕様書による。                                



 

入 札 説 明 書 

佐賀労働局 

 

佐賀労働局の下記契約に係る入札については、入札公告、入札説明書及び仕様書等によるものとす

る。 

 

  

１ 競争入札に付する事項 

（１）件名         令和3年度佐賀労働局管下5官署の自家用電気工作物保安管理業務

委託 

（２）仕様         仕様書による。 

（３）履行期間       仕様書による。 

（４）履行場所       仕様書による。 

（５）入札方法 

   落札者の決定は、最低価格落札方式をもって行うので、 

  ① 入札者は、調達件名の本体価格のほか、業務の履行に要する一切の諸経費を含め契約金額

を見積もるものとする。 

  ② 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10 パーセントに相当す   

る額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額

とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事

業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載した入札

書を提出しなければならない。 

（６）入札保証金及び契約保証金  免除 

（７）本案件は、電子調達システムにより執行する。なお、電子調達システムによりがたい者は、

支出負担行為担当官に書面により申し出の上、紙入札方式で参加することができる。 

 

２ 競争参加資格 

（１）次の各号の一に該当する者であること。 

① 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人

又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由

がある場合に該当する。 

② 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 

③ 令和01・02・03年度（又は平成31・32・33年度）厚生労働省競争参加資格（全省庁統一

資格）において、九州・沖縄地域で「役務の提供等」のＡ等級、Ｂ等級、Ｃ等級又はＤ等級

に格付けされている者であること。 

④ 社会保険等（厚生年金保険、健康保険（全国健康保険協会が管掌するもの）、船員保険、国



 

民年金、労働保険をいう。）に加入し、かつ保険料の滞納がない者であること。 

（直近2年間の保険料の未納が無いこと。） 

⑤ 資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。 

⑥ 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。 

⑦ 商法その他の法令の規定に違反して営業を行った者でないこと。 

  ⑧ 厚生労働省から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 

  ⑨ 過去3年以内に、厚生労働省所管法令違反により行政処分等を受けていないこと。 

（２） 入札参加申込書等（証明書等）の提出について 

① この一般競争に参加を希望する者は、以下に示す場所に競争参加資格を有することを証明

する下記書類を期限までに提出しなければならない。また、開札日の前日までの間において、

契約担当官等から当該書類に関し説明を求められた場合には、これに応じなければならない。 

  ② 資料等の作成に要する費用は、提出者の負担とする。 

  ③ 一旦受領した書類は返却しない。 

  ④ 一旦受領した書類の差し替え及び再提出は認めない。 

  ⑤ 契約担当官等は、提出された書類を競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用するこ

とはない。 

（ア） 提出期限 

令和3年 2月 18日（木）12時 00分まで 

（イ） 提出場所 

佐賀市駅前中央３丁目３番２０号 佐賀第２合同庁舎４階 

佐賀労働局総務部総務課（担当：会計第一係 溝口） 電話番号：0952-32-7155 

 （ウ）提出書類及び方法 

  〇電子調達システムによる場合 

提出書類 提出方法 

・一般競争入札参加申込書（別紙１） 

・誓約書（別紙２） 

・一般競争参加資格審査結果通知書（写） 

・直近２年間の社会保険等の保険料の納入が

証明できる書類（領収書の写しで可） 

 

 

 スキャナ等により電子データ化したもの

を電子調達システムにより送信すること。 

〇紙入札による場合 

   上記の書類に加え、「紙入札方式による参加にかかる理由書」（別紙３）を提出するこ 

と。 

（３）その他 

      上記の提出書類を提出せず、又は虚偽の記載をした書類を提出した場合は、当該者の入札は 

無効とする。  



 

 

３ 契約条項を示す場所等 

（１） 契約書の作成の要否 

落札者の決定後、当該契約の締結につき、契約書の作成を要する。 

（２） 契約条項を示す場所（問い合わせ先） 

佐賀市駅前中央３丁目３番２０号 佐賀第２合同庁舎４階 

佐賀労働局総務部総務課（担当：会計第一係 溝口） 電話番号：0952-32-7155 

（３） 入札説明会について 

新型コロナウイルス感染症の感染予防の観点から、原則として入札説明会は開催しない。 

 

４ 入札書等の提出について 

  以下に示す場所に指定した書類を期限までに提出しなければ入札を無効とする。なお、電子調

達システムにより応札する場合は、通信状況により提出期限内に入札書が到着しない場合がある

ので、時間の余裕をもって行うこと。 

  入札者は、その提出した入札書の引換、変更または取消しをすることはできない。 

（１） 入札書の提出期限 

令和3年 2月 19日 13時 30分 

（２） 入札書の提出場所 

上記３（２）に同じ。 

（３） 提出書類及び方法 

① 電子調達システムによる場合 

提出書類 提出方法 

・入札金額内訳書（別紙４－２）＊任意様式可 

・委任状（別紙５） ＊該当者のみ 

  

 スキャナ等により電子データ化したもの

を添付して、電子調達システムにより入札金

額を送信すること。 

 

② 紙入札による場合 

上記①の書類に加え、「入札書」（別紙４）を提出すること。 

また、提出方法は持参もしくは郵送（書留郵便等の配達記録が残るものに限る。）によるこ

ととする。 

＊ 入札書と入札金額内訳書は、封筒に入れ封印し、その封皮に氏名（法人の場合はその名称

又は商号）、宛名（支出負担行為担当官佐賀労働局総務部長）及び「令和〇年〇月〇日開札

［入札件名］」を記入すること。 

＊ 郵送（書留郵便等の配達記録が残るものに限る。）により提出する場合は、二重封筒とし、

表封筒に「令和〇年〇月〇日開札［入札件名］の入札書在中」の旨記入し、中封筒には上

記と同様に氏名等を記入すること。 

（４） 代理人による入札 



 

  ① 代理人が入札する場合は、委任の手続きを行うこと。 

  ② 代理人が紙により入札する場合には、入札書に競争参加者の氏名、名称または商号、代理 

人であることの表示及び当該代理人の氏名を記入して、入札書の提出期限までに「委任状」 

を提出すること。 

担当者等から提出される契約関係書類は事業者としての決定であることから、押印は不要

である。 

  ③ 入札者またはその代理人は、本件調達に係る入札について他の入札者の代理人を兼ねるこ 

とができない。 

   

５ 入札の無効 

  次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。 

① 参加する資格を有しない者による入札 

② 当該競争入札について不正行為を行ったものによる入札 

③ 書面による入札において記名を欠く入札 

   ④押印が省略された契約関係書類に虚偽記載等の不正が発覚した場合は、契約解除や違約金 

を徴取する場合があり得る 

⑤ 入札書の金額及び記名について誤脱及び判読不可能なものがある入札 

⑥ 入札金額の記載を訂正した入札 

⑦ 入札書に単価、数量及び総価を記載することを求めた場合の入札書に計算誤りがある入札 

⑧ １人で２以上の入札をした者による入札 

⑨代理人でその資格のない者による入札 

   ⑩支出負担行為担当官が要求する書類等を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書

に反することとなった者による入札 

   ⑪前各号に掲げるもののほか競争の条件に違反した者による入札 

 

６ 入札の延期等 

   入札参加者及びこれに関連する者が、共謀結託その他の不正行為を行い、または行おうとし

ていると認めるとき、また、入札条件の変更その他必要と認めるときは、入札を延期し、若し

くは取り止めることがある。 

 

７ 開札 

（１） 開札の場所及び日時 

① 紙入札の開札場所 

佐賀第2合同庁舎4階 総務課横会議室（佐賀市駅前中央3－3－20） 

② 紙入札の開札日時 

令和3年 2月 19日（金）14時 00分から  

③ 電子調達システムの開札日時 



 

令和3年 2月 19日（金）14時 15分から 

（２）政府電子調達システムによる入札の場合 

   政府電子調達システムにより入札書を提出した場合には、立ち会いは不要であるが、入札者 

  又はその代理人は、開札時刻には端末の前で待機しておくものとする。 

（３）紙による入札の場合 

   新型コロナウイルス感染症の感染予防の観点から、立会方式の開札を実施しない。 

   再度入札となることも考慮し、必要に応じて複数枚の入札書を提出すること（封筒に必要事 

項の他、何回目の入札書であるかを必ず明記する）。 

（４）再度入札 

   開札をした場合において、入札者又はその代理人の入札のうち予定価格の制限に達した価格 

   の入札がないときは、再度の入札を行う（開札場所については（1）と同じ）。 

   なお、電子調達システムにおいては、再入札通知書に示す時刻までに再度の入札を行う。 

８ 入札の辞退 

（１）入札を辞退するときは、入札執行前までに、入札辞退届を支出負担行為担当官等に直接持参 

  し、または郵送にて提出する。 

（２）入札を辞退したものは、これを理由として以後の入札等について不利益な取り扱いを受ける

ものではない。 

 

９ 落札者の決定方法 

  最低価格落札方式とする。 

（１）本入札説明書２又は４に従い書類・資料を添付して入札書を提出した入札者であって、公告

で示す競争参加資格及び仕様書の要求要件をすべて満たし、当該入札者の入札価格が予算決

算及び会計令第７９条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、

最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

（２）落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行が

なされないおそれがあると認められるとき、またはその者と契約を締結することが公正な取

引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の

範囲内の価格をもって申し込みをした他の者のうち、最低の価格をもって申し込みをしたも

のを落札者とすることがある。 

（３）落札者となるべき者が二人以上あるときは、電子調達システムによる電子くじを実施するこ

とにより、落札者を決定するものとする。 

（４）落札者が決定したときは、入札者にその氏名（法人の場合にはその名称）及び金額を口頭あ

るいは電子調達システムにより通知するものとする。 

 

１０ 落札決定の取消し 

   落札決定後であっても、入札に関して共謀結託その他の事由により正当な入札でないことが

判明したときは、落札決定を取り消すことがある。 



 

 

１１ 代金の支払い 

（１）当方による検査に合格しなければ代金は支払わない。 

（２）代金の請求は、四半期ごとに、契約内容がすべて履行された後、遅滞なく行うこととする。 

（３）請求書の宛名は「官署支出官 佐賀労働局長」とし、余白に振込先金融機関を表示すること。 

（４）当方の支払いは、適正な請求書を受理後、30日以内に指定された金融機関に振り込むことと

する。 

 

１２ 入札結果（契約情報）の公表 

（１）電子調達システムにより執行した案件については、入札結果を落札者の商号又は名称及び入

札価格等を同システムに定める手続きに従い公表することとする。 

（２）一定の条件を満たす案件については、入札件名、契約業者及び契約金額等を佐賀労働局ホー

ムページ等に公表する。 

 

１３ 障害発生時及び電子調達システム操作等の問い合わせ先 

障害発生時及び政府電子調達システム操作等の問い合わせ先は下記のとおりとする。 

   ・ヘルプデスク  0570-014-889  017-731-3177（IP電話等をご利用の場合） 

   ・ホームページ  https://www.geps.go.jp/ 

   ただし、申請書類、応札の締め切り時間が切迫しているなど緊急を要する場合には、３(２)

へ連絡すること。 























仕 様 書  
 

佐賀労働局総務部総務課 
 
1 物件名 

令和 3 年度佐賀労働局管下 5 官署の自家用電気工作物保安管理業務委託一式 
 
2 履行場所・期間・内容 

別添「佐賀労働局管下 5 官署の自家用電気工作物保安管理業務委託仕様書」のとお

り。 
 
3 仕様等に対する質疑及び回答について 

（1）案件によっては、文章では表現しづらい部分もあるため、入札の前日までには

全てを解消しておくこと。 
（2）仕様と現況が異なる場合は現況を優先するため、事前に現地確認を実施するこ

と。 
（3）重要な質疑等の回答については、入札関係書類を交付した業者全員に対して質

疑の内容とその回答を通知するものとする。 
 
4 代金の請求及び支払いについて 

（1）当方の検査担当職員による検査に合格しなければ、代金は支払わない。 
（2）請求書の宛名は、「官署支出官 佐賀労働局長」とし、余白に振込先金融機関名等

を表示すること。 
（3）代表者の記名については、以下によること。 

請求書には代表者役職及び代表者氏名の記載をすること。 
（4）当方の支払いは、適法な請求書を受理後、30 日以内に指定された金融機関に    

振り込むこととする。 
（5）代金の請求（請求書の提出）は、3 か月ごとの契約内容を履行した後、請求書の記

載内容及び方法等を確認したうえで、遅滞なく以下の担当部署に行なうこと。 
※ 請求に関する担当部署  

佐賀労働局総務部総務課 会計第 3 係 TEL0952-32-7155 
 
5 その他の注意点 

（1）障害発生時の窓口は請負者に一本化し、誠意を持って迅速に対応すること。 
（2）本契約で知り得た事項は守秘義務を厳守し、情報の漏洩防止対策に万全に期すこと。 
（3）落札者は、仕様書等の不明を理由として、異議を申し立てることはできない。 

 
6 問合せ先 
   佐賀労働局総務部 総務課 会計第 1 係 担当：溝口 
   〒840-0801 佐賀市駅前中央 3 丁目 3 番 20 号 佐賀第 2 合同庁舎 4 階 
     TEL：0952-32-7155 FAX：0952-32-7156 



佐賀労働局管下 5 官署の自家用電気工作物保安管理業務委託仕様書 
 
（委託する保安管理業務） 

電気事業法第 43 条第 1 項に定める佐賀労働局の設置する自家用電気工作物の工事、

維持及び運用に関する保安の監督に係る業務で、佐賀労働局の保安規程に基づいて実

施する。 
 
（委託対象電気工作物） 

官署の名称及び所在地        別表第 3 のとおり 
需要設備容量及び受電電圧      別表第 3 のとおり 
発電装置定格容量及び定格電圧    別表第 3 のとおり 
受電種別              別表第 3 のとおり 

 
（契約期間） 

令和 3 年 4 月 1 日から令和 4 年 3 月 31 日まで 
但し、官署の移転又は設備の変更等の理由により、自家用電気工作物の法令による点

検が義務づけられている以外の設備へ変更になった場合は契約を解除することがある。 
 
（委託業務の内容）  

1 受託者が行う点検、測定及び試験は、電気工作物の種類に応じて原則として下記によ

り別表第 1 のとおり行うものとする。 
（1）定期点検 

a 月次点検は、主として運転中の施設を点検することをいい、点検回数は別表第３

のとおりとする。 
b 年次点検は、主として施設の運転を停止して点検することをいい、毎年 1 回行う。 

ただし、停電困難な場合にあっては、協議により、3 年に 2 回以内において、

施設の運転を停止せずに点検を行う。 
（2）臨時点検 

臨時点検は、異常が発生した場合及び発生する恐れがある場合など、必要に応じ

て行う。 
（3）絶縁監視装置 

別表 3 の絶縁監視装置の設置欄に○印のついた官署については、低圧電路の絶縁

を常時監視するため受託者の責任において絶縁監視装置を設置し、これを維持管

理する。 
絶縁監視装置から発せられた警報を受けた場合は、各官署の連絡責任者に連絡し

電気工作物の状態を確かめるとともに、必要に応じ保安業務従事者を派遣して点

検を行うなど適切に対処すること。 
 

2 別表第 2 に掲げる電気工作物及び業務上の都合等で受託者が立ち入りできない場所に

設置された機器等については、当局は点検、測定及び試験の全部又は一部を、電気工

事業者、電気機器製造業者等に依頼して行う。これに関し、当局の求めに応じ受託者

が助言を行うこと。 
 

3 電気事故その他電気工作物に異常が発生し、又は発生するおそれのある場合に、当局

又は九州電力株式会社等の通知に基づいて、受託者は電話により、又は保安業務従事

者を派遣して応急措置の指導を行うこと。 



この場合、当局は受託者が応急措置を行うための判断に役立てるため、電気事故の発

生箇所、異常の状況等を適切に連絡するものとする。また、台風、集中豪雨等の地域

的な災害時には、組織的に事故対応を行うこと。 
 

4 電気事業法第 107 条第 3 項に規定する立入検査の立会いについては、その都度、当局

の通知に基づいて受託者はただちに保安業務従事者等を派遣して行うものとする。 
   

5 電気工作物の工事中の点検は、当局の通知を受けて、電気工作物の設置又は変更工事

が工事の計画及び経済産業省令で定める技術基準に基づき適正におこなわれるよう毎

週１回行うものとする。 
 

6 業務の実施にあたっては労働安全衛生規則、電気事業法等の関連法規を遵守し、安全

の確保に努めなくてはならない。また、高電圧、高所作業等における労働災害事業に

備えて労働者災害補償保険に加入すること。 
   

7 定期点検報告書の作成、提出 
月次点検、年次点検の報告書を作成し、各官署の連絡責任者に提出すること。また、

当該報告により助言した事項等の記録は、受託者は 3 年間保存すること。 
 

8 経済産業省への申請、届出 
受託者は、契約締結後、速やかに保安管理業務外部委託承認申請書ならびに保安

規定届出書を作成し、九州経済産業局長に提出するものとする。この申請が申請後

1 ヶ月以内に承認を得られなかった場合、又は取消になった場合は、当局はこの契

約を一方的に解除できるものとする。なお、申請、届出に係る費用は、保安管理業

務委託料に含むものとする。 
受託者が引き続き前年度と同一である場合は、この申請、届出は必要ないものと

する。 
 
（損害賠償） 

受託者は、故意又は過失によって当局や第三者に与えた損害についての責任を負

うものとする。 
但し、次のいずれかに該当する場合は、損害賠償の責任を負わないものとする。 

（1）契約に基づき協議決定した事項若しくは受託者の報告又は助言した事項について

当局が実施を怠り、これによる損害が生じた場合。 
（2）当局が法令又は契約に違反し、これにより損害が生じた場合。 
（3）天変地変による場合、当局が通知義務を怠ったことによる、受託者の責めとなら

ない事由により損害が生じた場合。 
    
（安全対策） 

（1）労働基準法等の法令を遵守すること。 
（2）作業員の事故防止のための安全対策に必要な指導、教育を実施すること。 
（3）作業員は、制服や名札等を着用し、明確に作業者と判断できるようにすること。 
（4）作業員は、作業に直接関係のない場所に立ち入らないこと。 

 
 
（守秘義務） 



作業実施の際、佐賀労働局（労働基準監督署及び公共職業安定所を含む）が所有す

る個人情報等が含まれている書類が庁舎内に多数あることから、知り得た情報等を第

三者に漏らし、あるいは他の目的に使用してはならない。また、履行後も同様である。 
 
（事故発生時の補償） 

万一、作業中に作業員等の人身事故、建物、設備、書類、物品等に対する物損事故、

搬送物品の破損、損失等の事故が生じた場合、その傷害の補償等は落札業者の責任お

いて賠償、修理、弁償すること。 
 
（内容の疑義） 

本仕様書の内容及び解釈について疑義が生じた場合、またその必要がある場合は協

議のうえ、決定すること。 
 
（再委託） 

  再委託についての要件は、別紙 1 のとおり。 



別紙 1 
 

再委託についての要件 
 
第 1 再委託について 

（１） 委託業務の全部を第三者（乙の子会社（会社法第 2 条第 3 号に規定する子会社をいう。）

を含む。）に委託することはできない。 
 

（２） 再委託する場合には、「再委託に係る承認申請書」を提出し、佐賀労働局の承認を受け

なければならない。 
 
（３） 委託業務の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う当該第三者（以下「再委託

者」という。）の行為について、すべての責任を負うものとする。 
 

（４） 委託業務の一部を再委託するときは、この契約を遵守するために必要な事項について、

再委託者と約定しなければならない。 
 
第２ 再委託先の変更 
   落札者は、再委託先を変更する場合、再委託額が 50 万円未満の場合を除き、再委託に係る

変更承認申請書を発注者に提出し、その承認を受けなければならない。 
 
第３ 履行体制 

（１） 落札者は、再委託の相手方からさらに第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の

商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した履行体制図を発注者に

提出しなければならない。 
 

（２） 落札者は、履行体制図に変更があるときは、速やかに履行体制図変更届出書を発注者に

届け出なければならない。ただし、次のいずれかに該当する場合については、届出を要

しない。 
・受託業務の実施に参加する事業者（以下「事業参加者」という。）の名称のみ 
 の変更の場合。 
・事業参加者の住所の変更のみの場合。 
・契約金額の変更のみの場合。 

 
（３）前項の場合において、発注者は本契約の適正な履行の確保のため必要があると認めたと

きは、落札者に対して変更の理由等の説明を求めることができる。 



別表　　第1

月次点検 年次点検

外観点検 ○

観察点検 ※１○

絶縁抵抗測定 ※２○

動作試験 ※２○

継電器動作特性試験 １回/３年

外観点検 ○

観察点検 ※１○

絶縁抵抗測定 ※２○

動作試験 ※２○

内部点検 １回/６年

絶縁油酸価測定

絶縁油耐圧試験

外観点検 ○

観察点検 ※１○

絶縁抵抗測定 ※２○

外観点検 ○

観察点検 ※１○

絶縁抵抗測定 ※２○

濡れ電流測定 ○

内部点検 １回/６年

絶縁油酸価測定

絶縁油耐圧試験

外観点検 ○

観察点検 ※１○

絶縁抵抗測定 ※２○

継電器動作特性試験 １回/３年

計器校正試験 必要の都度

外観点検 ○

液量点検 ○

電圧、比重測定 ○

外観点検 ○

観察点検 ※１○

接地抵抗測定 ※３○

外観点検 ○

観察点検 ※１○

絶縁抵抗測定 ※４○

接地抵抗測定 ※３○

外観点検 ○

観察点検 ○

外観点検 ○

観察点検 ○

絶縁抵抗測定 ※５○

接地装置 接地抵抗測定 ※３○

点検、測定及び試験の基準

点検の種別

電気工作物

受
 
 
 

配
 
 
 

電
 
 
 

設
 
 
 

備

定期点検 工事中の点検

臨時点検

点検項目

責任分界となる開閉器、電線、ケー
ブル及び支持物

遮断器及び開閉器

蓄電池（原動機始動用を含み、開放
した場所にあるものに限る。）

接地装置

電
気
使
用
場
所
の
設
備

必要の都度

上記結果に
より必要の都
度

上記結果に
より必要の都
度

母線、断路器、計器用変成器、電力
用ｺﾝﾃﾞﾝｻ及び避雷器

変圧器

配電盤及び制御回路

発
電
所

太陽電池、発電機及び励磁装置

絶縁監視装置

電動機、電熱器、電気溶接機、その
他電気機器類、照明装置、配線、配
線器具及び接地装置



注１

　　　により電気工作物を点検することをいう。

注２ 　　　観察点検とは、電気を止めて電気工作物を目視のほか触手により点検することをいう。

注３ 　　　変圧器の二次側より最初の主開閉器電源側までの電路と大地間との絶縁抵抗測定は、

　　　漏洩電流測定により代えることがある。

注４ 　　　※１を付した項目は、電気工作物を目視のほか、電気を止めずに超音波式放電探知器、

　　　非接触温度測定器などの測定器を用いて実施することがある。

注５ 　　　※２を付した項目は、停電の影響、過去の実績、その他の理由によって実施しない

　　　ことがある。

注６ 　　　※３を付した項目は、過去の実績によりその全部又は一部を省略することがある。

注７ 　　　※４を付した項目は、絶縁監視装置の動作状況、過去の測定実績等を検討し、絶縁状態が

　　　良好と判断される場合は、測定周期を延長することがある。

注８ 　　　※５　太陽電池発電所の絶縁抵抗測定については、開閉器の施設状況または製造者との

　　　協議により、その全部または一部を省略することがある。

      外観点検とは、電気を止めない状態において梯子その他の器具を用いないで到達できる

　　　範囲の最も見やすい箇所から、主として目視（必要に応じ携帯計器の使用を含む。）



別表　　第2

点検、測定及び試験の全部または一部を実施しない電気工作物

  広告塔、照明塔等の高所にあるもの及びそ
の他の点検困難なところにあるもの

  点検現場において容易にできるもの以外の
点検、測定及び試験

電気工作物の種類 実施しない点検、測定及び試験

  電源から各機器主開閉器までの電路の定
期点検（点検、測定及び試験の基準）で実施
可能なもの以外の点検、測定及び試験

   消防用設備、昇降用設備のように取扱いに
法令で定める資格を要するもの及びオート
メーション化された工作機械等のように電子
機器を内蔵し、取扱いに特別の技術を要する
もの



設備容量
（ｋVA）

受電電力
（ｋW)

定格容量
（ｋVA)

定格出力
（ｋW)

1 伊万里労働基準監督署 伊万里市立花町字大尾1891ｰ64 125 90 隔月1回 ○ ○

2 佐賀公共職業安定所 佐賀市白山2丁目1番15号 475 283 5 5 隔月1回 ○ ○

3 唐津公共職業安定所 唐津市熊原町3193番地 125 90 5 5 隔月1回 ○ ○

4 伊万里公共職業安定所 伊万里市立花町通谷1542ｰ25 150 105 隔月1回 ○ ○

5 鳥栖公共職業安定所 鳥栖市東町１丁目1073 100 75 7.5 7.5 隔月1回 ○ ○

注）絶縁常時監視装置の○は設置可能場所

注）無停電年次点検の○は、無停電年次点検が可能な官署、但し、3年に1回は停電による点検が必要

別表 第３

No 官署名 所在地
需要設備 小出力発電設備

月次点検
絶緑常時
監視装置

無停電年
次点検


